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雇用調整助成金申請の相談が多数

　タクシー専門ソフトハウスの老舗、システムオリ

ジン（海野 知之社長、静岡市）は、タクコン（タ

クシー総合管理システム、事務処理・経営管理シス

テム）を展開しており、全国約1000社が導入。業界

の労務・法務関係に精通しており、同社のシステム

を活用し、業界独自のルールなども織り交ぜなが

ら、一般的な社労士や相談窓口とは異なる視線か

ら、補助金申請等への協力を行っている。現在、特

に「雇用調整助成金」に関する相談により「平常時

の数倍」サポートセンターに電話が寄せられている

という。

　雇用調整助成金は大前提として、「労基法を守っ

ていない会社には支給されない」。また申請を行っ

た際に、審査の過程に労働局の審査が含まれている

ため、そこで最賃補償や労働時間管理を行っていな

い事業者は、申請をためらうケースもある。タクコ

ンでは、導入事業者の過去のデータも保存してお

り、単価をシミュレーションすることで、導入事業

者の「持ち出し」の最小化に適した申請内容を求め

ることができるのだという。

　今月３日、同社担当者に聞いたところによると、

助成金の対応関係で有償でも協力を要請する事業者

も多く、東京の事業者で休業の相談があったうち、

約半数が要請しているという。労務と法務に精通し

た同社全体としての処理能力の高さが評価を受けて

　厚労省の取りまとめた新型コロナウイルス感染症に起

因する雇用への影響（５月29日現在）の中で、タクシー・バ

ス等を含む「道路旅客運送事業」は、「雇用調整の可能性

がある事業所数」では、全体の９位（1160件）だが、「解雇

等見込み労働者数」では2287人となっており、２位に跳ね

上がっている。別の産業を見てみれば、「建設業」は前者

では６位だが、後者ではランク外だ。これはコロナ禍の影

響が収束すればある一定の回復が見込めるからと分析す

ることができる。一方、道路旅客運送業には収束後にもダ

メージが深刻であると判断しているのではないかと見るこ

とができる。実際、水面下では「そのままフェードアウト」と

話す事業者の存在も…。特にタクシーは労働に資格（２種

免許）が必要な職であることから、他の業種と比較して、解

雇はしにくい産業構造だが、発表内容を分析すれば、シビ

アにならざるを得ない―。（鈴木）

収束から回復への長い道

コロナ禍を生き残り、進化するために―

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にに起起因因すするる雇雇用用へへのの影影響響にに関関すするる情情報報ににつついいてて

（（５５月月２２９９日日現現在在集集計計分分））

５月 29 日現在、雇用調整の可能性がある事業所数は 30,214 事業所、新型コロナウイルス感

染症に起因する解雇等見込み労働者数は 16,723 人となりました。

また、前週からの増加分は雇用調整の可能性がある事業所数が 8,155 事業所、解雇等見込

み労働者数は 4,811 人となりました。

（※１）都道府県労働局の聞き取りや公共職業安定所に寄せられた相談・報告等を基に把握した数字であり、網

羅的なものではない。

（※２）「雇用調整の可能性がある事業所」は、都道府県労働局及びハローワークに対して休業に関する相談のあ

った事業所（当面休業を念頭に置きつつも、不透明な経済情勢が続けば解雇等も検討する意向の事業所も

含む。）

（※３）「解雇等見込み」は、都道府県労働局及びハローワークに対して相談のあった事業所等において解雇・雇止

め等の予定がある労働者で、一部既に解雇・雇止めされたものも含まれている。

（※４）括弧内は前週からの増加分である。

（※５）非正規雇用労働者(正規雇用労働者以外の、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等)の解雇等

見込み数は、５月 25 日より把握開始しており、解雇等見込み労働者総数の内訳になっているものではない。

業業種種別別ににみみたた解解雇雇等等見見込込みみ労労働働者者数数、、雇雇用用調調整整のの可可能能性性ががああるる事事業業所所数数（（数数のの大大ききなな上上位位 1100業業種種をを記記載載））  

※業種は、都道府県労働局が企業から聞き取った情報であり、日本標準産業分類に準じて整理しているものではないこと

に留意が必要。なお、括弧内は前週からの増加分である。

全国 30,214事業所 (+8,155事業所)（※４） 16,723人 (+4,811人)（※４）

新型コロナウイルスに係る雇用調整 （※１）
解雇等見込み労働者数（※３）雇用調整の可能性がある事業所数（※２）

全国 2,366人
解雇等見込み労働者数のうち非正規雇用労働者数(5月25日からの集計)（※１）（※５）

製造業 宿泊業 (+1,070、うち非正規568)
飲食業 道路旅客運送業 (+328、うち非正規164)
小売業 製造業 (+658、うち非正規320)
サービス業 飲食業 (+836、うち非正規492)
宿泊業 小売業 (+316、うち非正規158)
建設業 サービス業 (+354、うち非正規110)
理容業 労働者派遣業 (+384、うち非正規299)
卸売業 娯楽業 (+102、うち非正規42)
道路旅客運送業 運輸業 (+117、うち非正規8)
医療、福祉 卸売業 (+191、うち非正規35)

全体 (+4,811、うち非正規2,366)

解雇等見込み労働者数(人)雇用調整の可能性がある事業所数

サポートメニュー

活用のヒント
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いる―と評価できるところだろう。

検討事業者の“悩みどころ”は？

　事業者から寄せられる相談で多いのは、これまで

企業都合での休業を行ったことがないこともあり、

労基法26条に定める休業補償の基となる「平均賃金

の算出方法が分からない」という内容だ。

　出来高払制のタクシーにおいて平均賃金の算出

は、①「原則の計算（過去３か月分の総支給額を暦

日数で除した金額）」②「最低保障（過去３か月の

総支給額を労働日数で割った数値の60％）」―の２

パターンのうち「どちらか高い方」が採用され、採

用された「平均賃金の100分の60％以上」の給付が休

業補償に義務付けられているが、事業者が自身で計

算した際に、②の最低保障を忘れるケースや、総額

や労働日数に含めてはいけない金額や日数を間違え

るなど、数値が一致しないことによる問い合わせも

続発しているという。

　また、申請に際し相談事業者が最も懸念している

のが、「最賃の不払い」だ。最低保障を支給率によ

り行っている給与形態の会社が要注意となる。

 「月間営収〇円未満は〇％支給を保障する」といっ

た最低保障である。こういった保障の考え方は時間

に応じたものではなく、設定時には想定されていな

い「過去に前例のない時間当たり営収の落ち込み」

により法定の最低基準を下回るケースが考えられ

る。比較的営収の落ち込みが低い昼日勤にシフト変

更するなどの対策で凌ぐケースが多いようだが、こ

の状況が長引くようであれば給与や賞与の改定も必

要になってくる。

　申請にあたっては、原則「直近３カ月＋申請月の

賃金台帳」を添付しなければならないが、この賃金

台帳での「藪蛇」を恐れるケースも相当程度ある。

助成金の公募要領自体に労働時間の記載義務はない

が、労基法での記録義務について問題視される可能

性もあり、労働時間等の記載された賃金台帳を添付

することで、不払いなどが明るみになる危険性を危

惧する事業者も存在する。

　また、雇用調整助成金の申請を行うために今まで

行っていない最賃補填などを検討する事業者もあ

る。ただ、申請して戻ってくる補助よりも補填分の

支払いが上回ることも十分に考えられるため、注意

が必要だ。

　また、日車営収の大きい東京業界では、水揚げの

高い乗務員に関しては、判断基準が労基法28条（最

低賃金に関して）ではなく、労基法27条（出来高払

制その他の請負制で使用する労働者については、使

用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしな

ければならない）に抵触するケースが出てくるので

はないか―との疑問もある。「さすがにここまで

チェックはされないだろう」「ここまでチェックさ

れたら、無理だ」と事業者も話しているそうだ。

コロナ禍に伴う拡充前の雇用調整助成金を受給し

ていた事業者の話では、通常は労基法違反があった

場合、支給決定の後、違反行為が解消されるまで支

給されない―という対応がほとんどだったが、今

回は対応窓口のキャパシティの問題もあることから

か、却下される可能性もあるという。

　また現在、厚労省の労働政策審議会の議事録等の

中では雇用調整助成金の特例措置を「９月末」まで

延長し、日額上限を8330円から「１万5000円」に引

き上げられることが規定ルートとなっている（その後

確定）。公的な直接給付「みなし失業」と併せて、関

連法案が成立次第（今国会の会期は6月17日まで）具

体的に出てくるだろうと予想されている。

　そのため、東京業界の事業者の間では６月末で休

業を打ち切る予定でいたところも多かったが、延長

を検討する向きも増えているようだ。「過度な自粛

ムード」は６月では解消しない―という見方も強

まっているという事情が背景にはあるようだ。

　東日本大震災時に適用された「みなし失業制度

（公的直接給付）」は、休業状態を失業と見なし、

休業者が失業給付の基本手当の受給を可能とする制

度である。こちらも同時並行で検討されており、こ

れに対する質問も増加基調にあるのだという。な

お、雇用調整助成金とみなし失業制度は、併用でき

ない。

「７月１日」の会社状況も問題に

　また特例期間が9月末まで延長されることにより、

７月１日までに休業が解消されないケースが懸念さ

れているのだという。社会保険料の計算のもととな

る「算定基礎（定時決定）」に大きく影響が考えら

れ、こちらについての問い合わせも多くなってい
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る。期間内に休業があった場合については「一時帰

休」に関する規定が存在するが、この規定のポイン

トとして休業の解消が７月１日までに行われている

か否かで、大きく扱いが変わるのだという。

　一例をあげると、仮に６月から休業した場合、

「７月１日」に休業を解消しているのか、いないの

かで変わる。休業を解消していれば「休業分である

６月を除き、４、５月で算定」、解消していなけれ

ば「休業分を含めて４、５、６月で算定」というこ

とになる。さらに、ここに随時改定を考慮すれば一

層複雑となる。

事実上、国の「過払い」はない？

　雇用調整助成金の特徴として、会社全体で雇用保

険に加入している人の１年間の賃金総額から１日当

たりの単価を国が求める―という点がある。理屈だ

けで言えば、その単価が会社が実際に休業補償とし

て支払った単価を上回った場合に「支払った額より

も多く支給される」ケースもあるそうだ。

　非常に良い話に思えるが、実際に会社の従業員構

成比率で考えれば、乗務員が圧倒的に多く、定時制

などの雇用形態の割合が高い昨年の乗務員給与に係

る支給単価がそこまで高くなるということは考えら

れない―ということだ。

　同社の複数社の試算では、「まともに計算すれば

給付額の単価が上限額に届くことはなく、ほぼすべ

ての事業者で、当然ながら休業手当で支払う額が

助成される額よりかなり多くなった」という結論に

至っているという。

　また支給率についても、「休業手当で支払う額に

支給率を乗じた金額」が基準になるわけでなく「会

社全体で求めた平均賃金日額に支給率を乗じた金

額」を支払うという枠組みであることから、支給額

は休業補償を下回るというのが現実的なところだ。

　例えば、会社全体の平均賃金日額が7000円の会社

で、月給30万円の人が１日休業し、休業手当を平均

賃金の80％で設定した場合、日当１万円の80％であ

る8000円が休業手当として支払われるが、給付額も

会社全体の平均賃金日額の80％ということになり、

7000円の80％で5600円が給付されることになるのだ

という。

　休業手当が高く、助成金は少ない―という実情

からすると、なるべく休業補償の支払いを下げてい

く方が事業者側には都合が良くなるということだ。

そのため、法定のギリギリで支給しようとする事業

者が多いが、一歩間違えれば労基法違反を取られ給

付が受けられないばかりか、労働局の審査で指摘さ

れることも考えられる。そのため、各事業者とも

チェックがかなり厳しくなっているようだ。

禍を福に転じる道を

　アフターコロナのタクシー産業の展望について、

同社の担当者のひとりは、タクシーによる有償貨物

運送の特例措置は大きな変化をもたらすと展望す

る。同社の「ゆびタク」のシステムを活用して、

フードデリバリー・サービスを展開する事業者も出

てきていることからも、システム構築も意外と容易

に可能ではないか―と述べている。公共交通として

現状で輸送力の強化が必要とされるのは、都心部よ

りも郊外地域であり、そのソリューションの第一歩

が「客貨混載」であるとの考えから、将来の業界構

造の構築に大きな役割を果たすと見ており、「タク

シーの進化するものと一緒に進化していきたい」と

話す。

　別の担当者は、感染症対策の観点から「タクシー

が公共交通の中で、一番、安全性を証明しやすかっ

た。感染予防の対策では、タクシーが一番、優位性

を出せるはず」と指摘する。アフターコロナの世界

では、さまざまな感染症に対して予防策を打ち出す

ことで、「安全だから、タクシーを選ぶ」という需

要も創出できるのでないかと予測。「実は３密から

一番遠い乗り物」であることをもっとＰＲしていく

必要性を指摘した。

　また、コロナ禍において、じつは事前確定運賃や

キャッシュレス等の施策はもっと進めるべきではな

かったか―ともし、「コロナを踏み台にして、さま

ざまなサービスを進化させることができるのではな

いか」と話す。

　現状として、タクシー産業の苦境はまだ続いてい

る。今は、さまざまな制度を活用し、まずは各社、

生き残りを図らなければならない。その際には使え

るもの、頼るべき相手はすべて使うべきだ。今が正

念場。業界の総力戦はまだ続けていかねばならない

だろう。
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